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平成 30年第８回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言  平成 30年７月 26日（木）午後２時 

２ 場  所  三条市役所栄庁舎 応接室 

３ 出 席 者  長谷川教育長、長沼委員、渡辺委員、小林委員、佐藤委員 

４ 説明のための出席者 

栗山教育部長、遠藤教育総務課長、栗林子育て支援課長、 

髙橋小中一貫教育推進課長、捧教育センター長、恋塚生涯学習課長、 

大谷教育総務課課長補佐、西澤教育総務課庶務係長 

５ 傍 聴 人  ２人 

６ 議 題       

 (1) 議席の決定について 

(2) 会議録の承認 

  平成 30年第７回教育委員会定例会会議録 

(3) 報告 

報第１号 三条市議会６月定例会の概要について 

   報第２号 小中一貫教育実施状況について 

  (4) 議事 

議第１号 平成 31年度使用教科用図書の採択について 

   議第２号 三条市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正について 

   議第３号 三条市図書館協議会委員の任命について 

 (5) 次回教育委員会定例会の日程について 

７ 審議の経過及び結果 

（長谷川教育長） 

     既に皆様御承知のとおり、７月 25 日をもちまして任期満了となられました坂爪委員

の後任として、本日付けで佐藤俊光委員が任命されましたので、ここで佐藤委員から御

挨拶をいただきたいと思います。 

   （佐藤委員） 

     先ほど市長から辞令をいただき、身の引き締まる思いでございます。分からないとこ

ろからのスタートとなりますけれども、少しでも早く三条市の教育の現状を知り、お力

添えできるようがんばっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

(1) 議席の決定について 
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   （長谷川教育長） 

     続きまして、議席の決定についてお諮りいたします。 

     このことにつきましては、三条市教育委員会会議規則第３条で、委員の議席は抽選に

より定めることとなっていますが、議席の順は教育長職務代理委員を１番委員といたし

まして、その後は就任された順としてこれまできたところでございます。現在お座りい

ただいている場所が仮議席ということでそのような順となっていますが、現在お座りい

ただいている席順のとおり議席を決定させていただくことでよろしいかお諮りいたし

ます。 

――異議なしの声―― 

それでは、議席につきましては、ただ今御着席をいただいております議席とさせてい

ただきたいと思います。 

(2) 会議録の承認について 

長谷川教育長から平成 30年第７回教育委員会定例会会議録について諮り、承認と決定 

                                            

(3) 報告 

  報第１号 三条市議会６月定例会の概要について 

   栗山教育部長が説明 

   質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

報第２号 小中一貫教育実施状況について 

捧教育センター長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

                                            

 (4) 議事 

（長谷川教育長） 

     本来であれば、議案番号順に御審議をいただくところでありますが、「議第１号 平

成 31 年度使用教科用図書の採択について」は、三条・加茂・見附・南蒲地区教科用図

書採択協議会において、８月３日以降に公表する旨の申し合わせがあるため、三条市教

育委員会会議規則第 33 条の規定に基づき非公開とし、審議の都合から「議第２号 三

条市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正について」及び「議第３号 三条市図書

館協議会委員の任命について」を審議した後「日程第５ 次回教育委員会定例会の日程

について」確認していただき、その後、議第１号を審議していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 
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――異議なしの声―― 

議第２号 三条市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正について 

栗林子育て支援課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

議第３号 三条市図書館協議会委員の任命について 

恋塚生涯学習課長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

                                            

 (5) 次回教育委員会定例会の日程について 

   遠藤教育総務課長から提案があり、教育長が諮り次のとおり決定 

     〔日時〕平成 30年８月 27日（月）午後１時 30分 

〔会場〕三条市役所栄庁舎 応接室 

                                            

８ 閉会宣言  午後２時 27分 

    三条市教育委員会会議規則第 38 条及び第 39 条の規定により、会議の顛末を記載してここ

に署名する。 

                        三条市教育委員会 

                         教育長 長谷川 正二 


